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衆
議
院
議
員
重
野
安
正
君
提
出
社
会
保
険
庁
に
勤
務
す
る
非
常
勤
職
員
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
職
名
は
、
国
民
年
金
推
進
員
、
特
別
国
民
年
金
推
進
員
、
社
会
保
険
相
談
指
導
員
、
主
任
年
金
相
談
専
門
員
、

年
金
相
談
専
門
員
、
主
任
年
金
相
談
員
、
年
金
相
談
員
、
社
会
保
険
相
談
員
、
社
会
保
険
指
導
員
、
徴
収
対
策
指
導
員
、
社

会
保
険
適
用
指
導
員
、
社
会
保
険
適
用
事
務
員
、
レ
セ
プ
ト
点
検
指
導
員
、
レ
セ
プ
ト
点
検
専
門
員
、
レ
セ
プ
ト
点
検
調
査

員
、
国
民
年
金
保
険
料
収
納
指
導
員
、
市
町
村
照
会
事
務
員
、
記
録
整
備
事
務
員
、
年
金
業
務
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
年
金
業
務

指
導
員
、
年
金
教
育
推
進
員
、
障
害
認
定
審
査
医
員
及
び
事
務
補
助
職
員
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
職
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
時
点
で
、
国
民
年
金
推
進
員
と
特
別
国
民
年
金
推
進

員
の
合
計
が
二
千
七
百
六
十
一
人
、
事
務
補
助
職
員
が
三
千
六
十
五
人
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
以
外
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い

な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
職
名
別
の
非
常
勤
職
員
の
任
用
形
態
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
相
談
指
導
員
、
主
任
年
金
相
談
専
門
員
、
年
金

相
談
専
門
員
、
主
任
年
金
相
談
員
、
年
金
相
談
員
、
社
会
保
険
相
談
員
、
社
会
保
険
指
導
員
、
徴
収
対
策
指
導
員
、
社
会
保

一



険
適
用
指
導
員
、
社
会
保
険
適
用
事
務
員
、
レ
セ
プ
ト
点
検
指
導
員
、
レ
セ
プ
ト
点
検
専
門
員
、
レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
員
、

国
民
年
金
保
険
料
収
納
指
導
員
、
市
町
村
照
会
事
務
員
、
記
録
整
備
事
務
員
、
年
金
業
務
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
及
び
年
金
業
務
指

導
員
に
つ
い
て
は
、
日
雇
い
で
の
任
用
、
国
民
年
金
推
進
員
、
特
別
国
民
年
金
推
進
員
、
年
金
教
育
推
進
員
及
び
障
害
認
定

審
査
医
員
に
つ
い
て
は
、
週
単
位
や
月
単
位
等
で
の
任
用
で
あ
る
。
ま
た
、
事
務
補
助
職
員
に
つ
い
て
は
、
日
雇
い
又
は
週

単
位
や
月
単
位
等
で
の
任
用
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
任
用
期
間
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
職
に
つ
い
て
も
、
発
令
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
範
囲
内
で
任
用
予
定
期

間
を
定
め
て
い
る
が
、
個
人
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
非
常
勤
職
員
の
任
用
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
附
則
第
十
三
条
の
規

定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
人
事
院
規
則
八－
一
二
（
職
員
の
任
免
）
等
に
よ
っ
て
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
非
常
勤
職
員
は
、
国
家
公
務
員
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
非
常
勤
職
員
の
所
定
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
規
則
一
五－

一
五
（
非
常
勤
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休

二



暇
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
々
雇
い
入
れ
ら
れ
る
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
、
そ
の
他
の
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
常
勤
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
非
常
勤
職
員
の
給
与
額
及
び
諸
手
当
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勤
務
の
形
態
や
職
務
の

内
容
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
民
間
に
お
け
る
状
況
等
を
考
慮
し
て
決
定
し
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
非
常
勤
職
員
の
実
質
的
な
勤
務
年
数
は
、
平
成
十
九
年
七
月
一
日
時
点
で
、
特
別
国
民
年
金
推
進
員
を
含
む
国

民
年
金
推
進
員
に
つ
い
て
は
、
一
年
未
満
が
四
百
八
十
七
人
、
一
年
以
上
五
年
未
満
が
千
九
百
二
人
、
五
年
以
上
十
年
未
満

が
七
百
四
十
九
人
、
事
務
補
助
職
員
に
つ
い
て
は
、
一
年
未
満
が
千
四
百
人
、
一
年
以
上
五
年
未
満
が
七
百
二
十
五
人
、
五

年
以
上
十
年
未
満
が
百
八
十
四
人
、
十
年
以
上
が
六
十
二
人
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
以
外
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
日
本
年
金
機
構
の
職
員
の
採
否
の
決
定
に
つ
い
て
関
与
す
る
立
場
に
は
な
い
が
、
同
機
構
の
職

員
募
集
の
開
始
時
期
に
合
わ
せ
、
職
員
に
対
し
、
募
集
要
領
等
の
周
知
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

三



社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号

）
に
基
づ
き
、
国
民
年
金
保
険
料
の
収
納
事
業
に
つ
い
て
、
市
場
化
テ
ス
ト
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
直
近
の
実

績
評
価
と
し
て
は
、
平
成
十
九
年
度
の
も
の
を
同
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
市
場
化
テ
ス
ト
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
施
地
域
に
よ
り
被
保
険
者
数
や
保
険
料
の
納
付
状
況
も
異
な
っ
て
く

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
市
場
化
テ
ス
ト
導
入
事
務
所
と
非
導
入
事
務
所
を
単
純
に
比
較
で
き
る
よ
う
な
指
標
は
、
有
し
て
い
な

い
。

三
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
と
お
り
、
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
、
競
争
の
導

入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
「
国
民
の
た
め
、
よ
り
良
質
か
つ
低
廉
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
す
る
こ

と
を
旨
と
し
て
、
行
う
も
の
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
よ
り
良
質
で
低
廉
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
国
民
年
金
推
進
員
の
制
度
に
つ
い
て
も
、
一
定
程
度
、
良
質
か
つ
低
廉
な
公
共
サ
ー
ビ

ス
の
実
現
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。

国
民
年
金
保
険
料
の
収
納
事
業
に
つ
い
て
は
、
市
場
化
テ
ス
ト
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
コ
ス
ト
削
減
が
相
当
図

四



ら
れ
た
も
の
の
、
全
体
と
し
て
、
受
託
事
業
者
に
お
い
て
納
付
率
向
上
に
つ
な
が
る
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

と
い
う
評
価
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
市
場
化
テ
ス
ト
事
業
の
実
施
結
果
を
踏
ま
え
、
民
間
事
業
者
の
創
意
工
夫
や

ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
、
ま
た
、
そ
の
実
績
評
価
で
明
ら
か
に
な
っ
た
問
題
点
や
改
善
す
べ
き
点
に
つ
い
て
逐
次
見
直
し
を
図

る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
良
質
か
つ
低
廉
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
で
き
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
任
用
打
切
り
予
定
の
人
員
数
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
決
定
し
て
い
な
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
国
民
年
金
推
進
員
に
つ
い
て
は
、
本
年
十
月
以
降
、
最
大
三
百
四
十
人
を
任
用
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
が
、
任
用
に
当
た
っ
て
は
、
同
年
二
月
か
ら
七
月
ま
で
の
間
の
活
動
実
績
等
を
考
慮
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

五


